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　近年、農業機械の開発と導入が進む一方で、農作
業事故が多発しています。こうした農作業事故をな
くすために、日々の安全対策の意識を高めましょう。
〇農業機械の日常的、定期的な点検を行いましょう。
○農耕車に乗車する際は、シートベルト・ヘルメッ
トを着用しましょう。

○作業機を付けた状態の農耕車で公道を走行する際
には、灯火器類を装備しましょう。

○安全フレームやシートベルト等が装備されている
トラクターを使用し、装備されていない場合は追
加装備や機械の買い替えを検討しましょう。

○労働保険特別加入制度に加入しましょう。

問合せ　農業政策課   ☎029－288－3111（内線254）

　乗用可能な農耕車（トラクター、
コンバイン等）は、農耕作業用小
型特殊自動車として扱われ、軽自
動車税の課税対象となります。
　路上走行の有無にかかわらず、所有されている方
にはナンバーの登録が義務付けられています。
　まだ登録がお済みでない車両については、速やか
に手続きを行ってください。
手続方法
　該当車両の車名・車体番号・排気量のわかるもの
と身分証明書をお持ちのうえ、税務課、桂支所、七
会町民センターのいずれかで登録を行ってください。

問合せ　税務課　☎029－288－3111（内線122）

　現在、平日のみ運行している城里町デマンド交通「ふれあいタクシー」について、より一層の利便性向上を
目的に、次の日程で土曜・日曜日運行の実証実験（試行運転）を行います。ぜひ、ご利用ください。　

実証実験（試行運転）の日程
　８月21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）、９月11日（土）、12日（日）、10月２日（土）、３日（日）
運行時間　午前８時～午後４時　
利用できる方　町内に住所を有する方ならどなたでも利用できます。利用する際には、事前に利用登録が必
　要となりますので、役場まちづくり戦略課、桂支所、七会町民センター、町社会福祉協議会のいずれかで
　登録を行ってください。　
利用料金　１乗車300円（３歳未満は無料）　※障害者、要介護者、要支援者等は、１乗車150円
予約電話番号　☎０２９－２４０－６０００
　受付日時／平日および実証実験が行われる日、午前７時15分～午後３時30分

　（翌日以降の乗車予約は、午後４時30分まで）　
問合せ　＜デマンド交通に関すること＞　城里町社会福祉協議会　☎029－288－7013

＜地域公共交通に関すること＞　まちづくり戦略課　　　☎029－288－3111（内線227）


	P.10　お知らせ
	P.11　お知らせ

